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今後の新型コロナウイルス感染症に係る対応等について 

 

日頃より当校の教育活動に温かいご支援をいただき、ありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症が今週５月８日付けで感染症法上の５類感染症に移行された

ことに伴い、今後の対応等につきまして、下記のとおりとします。 

 

記 

 

１ お子さんが新型コロナウイルス感染症に感染した場合 

  

 

 

 

 

 ○ ただし、出席停止解除後も発症から 10日を経過するまでは、ウイルス排出の可能性がある

ことから、マスクの着用が推奨されます。また、高齢者等重症化リスクの高い方との接触は控

える等のご配慮をお願いします。 

 ○ 感染の有無やマスク着用の有無によって差別・偏見等がないよう、ご家庭でも適切にご指

導ください。 

  

２ 療養解除届について 

○ 出席停止の解除にあたっては、「療養解除届」（別紙）を保護者が記入し、学校へ提出してく

ださい。なお、「療養解除届」は学校でお渡しする方法の他に、当校ホームページよりダウン

ロードすることもできますので、ご利用ください。 

○ 登校にあたり、医療機関が発行する検査結果や治癒の証明は必要ありません。 

 

３ その他、留意事項 

○ 発熱、のどの痛み、咳等の普段と異なる症状がある場合は、無理をせず自宅で休養してく 

ださい。また、心配があれば医療機関への受診をお願いします。 

○ 今後、毎朝の体温記録は不要になりますが、ご家庭でも日々の健康観察や感染症対策を引き

続きお願いします。 

○ 濃厚接触者の特定は行いません。万が一、同居家族の方が感染し、お子さんの感染が確認さ

れておらず体調に問題ない場合は、お子さんの登校が可能になります。 

 

「発症した後（※１）５日を経過し、かつ、症状が軽快（※２）した後１日を経過するまで」

出席停止となります。 

※１ 無症状の場合の出席停止期間は、検体を採取した日から５日を経過するまでを基準 

※２「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある状態 



４ 対応についての主な変更点まとめ 

対応 今後 旧来 

健康観察 ・体温記録の記入は不要。 

・日々の健康観察は継続。 

・日々の健康観察に加え、登校前の「検

温」および健康観察票の提出が必要。 

給食 ・変更なし ・感染対策を講じ、「黙食」は必要ない。 

換気 ・変更なし ・気候上可能な限り常時、困難な場合は

30分に１回以上、数分程度、窓を全開に

して換気。 

手指衛生 ・変更なし ・こまめに手を洗うことが重要。 

・手を拭くタオルやハンカチ等は共用し

ない。 

マスク ・変更なし ・着用を求めないことを基本。ただし、

登下校時に混雑した電車やバスを利用

する場合や、校外学習等でマスクの着用

が推奨される場面では着用を推奨。 

清掃・消毒 ・清掃活動とは別に、日常的な消毒作業

を行うことは不要。 

・器具・用具など共用する物品について

は、使用の都度、消毒を行うのではなく、

前後に手洗いを行うよう指導する。 

・通常の清掃活動とは別に、特別な消毒

作業を行うことは、感染者が発生した場

合でなければ不要。 

 

なお、感染症流行時などは、状況に応じて、一時的に旧来通りの対応を検討することも考えら

れます。その際は、ご理解とご協力をお願いいたします。 
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